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１　施策の背景（基本的認識）

我が国の森林は、戦中、戦後の木材需要の高まり

に伴う伐採により大きく荒廃したが、先人の様々な

努力により造成された結果が実り、その約半数が

50年生を超え、本格的な利用期を迎えている。こ

の資源を「伐って、使って、植える」というサイク

ルを保つことで、地球温暖化防止等の森林の有する

多面的機能を確保するとともに、林業の成長産業化

と森林資源の適切な管理を両立し、先人の築いた貴

重な資産を継承・発展させることが、これからの森

林・林業施策の主要課題である。

しかし、多くの森林所有者が小規模零細で分散し

た森林を抱え、林業経営の効率化や、森林の適切な

管理が確保できないおそれがある。

この課題に対応するため、「森林経営管理法」（平

成30年法律第35号）が平成30（2018）年に成立し、

平成31（2019）年４月から施行される。本法によ

り、適切な経営管理が行われていない森林について、

市町村が仲介役となり、意欲と能力のある林業経営

者へ森林の経営管理の集積・集約化や市町村による

公的管理を進めることが期待される。また、本法を

踏まえ、地方公共団体が行う森林整備等の財源とし

て、森林環境税及び森林環境譲与税が創設される。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成30

（2018）年11月27日改訂（農林水産業・地域の活力

創造本部決定））を踏まえ、国有林野の一定の区域で、

公益的機能を確保しつつ、意欲と能力のある林業経

営者が、一定期間、安定的に立木を伐採できる仕組

みやこれら林業経営者等の育成を図るため、川中・

川下の中小事業者と連携して新たな木材需要の開拓

に資する取組を支援する仕組みを構築することとし

ている。

また、平成30（2018）年12月に決定した「SDG

ｓアクションプラン2019」では、林業の成長産業

化と森林の多面的機能の発揮に向けた諸施策や、世

界の持続可能な森林経営の推進及びREDD+の支援

等が盛り込まれ、SDGｓの達成に向けて、森林・

林業・木材産業の果たすべき役割は大きくなってい

る。

これらも踏まえつつ、適切な森林整備及び保全、

多様で健全な森林への誘導等による森林の多面的機

能の維持及び向上を図りつつ、施業の集約化や路網

整備、人材の育成及び確保等を通じた原木の安定供

給体制や、効率的なサプライチェーンの構築、CLT

の利用や公共建築物等への木材利用、木質バイオマ

ス利用の促進等新たな木材需要の創出に取り組むこ

とが必要である。

「総合的なTPP等関連政策大綱」（平成29（2017）

年11月24日TPP等総合対策本部決定）を踏まえ、

木材加工施設の生産性向上や、競争力のある品目へ

の転換、原木供給の低コスト化、木材製品の消費拡

大対策等を推進する必要がある。

また、国有林においては、平成30（2018）年12

月に策定した「国有林野の管理経営に関する基本計

画」に基づき、公益重視の管理経営を推進するとと

もに、林業の成長産業化に向け、民有林における森

林経営管理制度が円滑に機能するよう、意欲と能力

のある林業経営者の育成支援等に積極的に取り組ん

でいく必要がある。

このほか、平成30年７月豪雨や平成30年北海道

胆振東部地震等により発生した山地災害の復旧整備

を推進するとともに、「平成30年７月豪雨を踏まえ

た治山対策検討チーム」中間取りまとめ（平成30

（2018）年11月林野庁）や平成30（2018）年12月

に改定された「国土強靱化基本計画」等を踏まえた

効果的な治山対策や森林整備を推進することが重要

である。特に、平成30（2018）年に実施した「重

要インフラの緊急点検」等を踏まえ、緊急に実施す

べき対策としてとりまとめられた「防災・減災、国

土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30

（2018）年12月14日閣議決定）を速やかに実施する

ことが必要である。

２　財政措置

（１）財政措置
令和元（2019）年度林野庁関係予算においては、

一般会計に非公共事業費約1,063億円、公共事業費

概説
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約2,370億円＊1を計上する。特に、平成30（2018）

年５月に成立した「森林経営管理法」に基づき、適

切な経営管理が行われていない森林について、市町

村が仲介役となり意欲と能力のある林業経営者への

森林の経営管理の集積・集約化や市町村による公的

管理を進め、木材の流通及び需要拡大については、

川上から川下までの事業者間での需給情報等を共有

できる効率的なサプライチェーンの構築を進めると

ともに、CLT等の新たな製品・技術普及やJAS構

造材の普及支援等による代替需要の拡大を図り、経

済界等との協力等による環境整備を目指す。

このため、

①　「林業成長産業化総合対策」として、

（ア）「林業・木材産業成長産業化促進対策」により、

意欲と能力のある林業経営者を育成し、木材生産

を通じた持続的な林業経営を確立するため、出荷

ロットの大規模化、資源の高度利用を図る施業、

路網整備、高性能林業機械の導入、木材加工流通

施設の整備等を支援

（イ）「スマート林業構築推進事業」などにより、

ICT等の先端技術を活用した森林施業の効率化や

需給マッチングによる流通コストの削減などス

マート林業の構築に向けた取組、施業現場の管理

者育成等の支援

（ウ）「木材需要の拡大・生産流通構造改革促進対策」

により、CLT等の利用促進や民間との連携によ

る中高層・非住宅建築物等への木材利用の促進や

公共建築物の木造化・木質化などによる新たな木

＊1 「臨時・特別の措置」（重要インフラの緊急点検等を踏まえた防災・減災、国土強靱化のための緊急対策に係る分）約441億円を含
んだ額。

材需要の創出、高付加価値木材製品の輸出拡大、

サプライチェーン構築に向けたマッチング等の取

組等を支援

②　「「緑の人づくり」総合支援対策」により、林業

への就業前の青年に対する給付金の支給や、新規

就業者を現場技能者に育成する「緑の雇用」研修

の支援等を行うとともに、森林経営管理制度と森

林環境税の創設を踏まえ、市町村の森林・林業担

当職員を支援する人材の育成の推進

③　「森林・山村多面的機能発揮対策」により、森林・

山村の多面的機能の発揮を図るため、地域におけ

る活動組織が実施する森林の保全管理や森林資源

の利用等の取組の支援

④　「花粉発生源対策推進事業」により、花粉症対

策苗木への植替えの支援、花粉飛散防止剤の実証

試験、スギ・ヒノキの雄花着花状況調査等の推進

やこれらの成果の普及啓発等の一体的な実施

⑤　「シカによる森林被害緊急対策事業」により、

被害が深刻な地域等における林業関係者が主体と

なった広域かつ計画的な捕獲等のモデル的な実施

⑥　林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を実

現するため、意欲と能力のある林業経営者や、そ

の経営者が経営管理を集積・集約化する地域に対

し、間伐や路網整備、主伐後の再造林等を重点的

に支援する森林整備事業の推進

⑦　集中豪雨、流木災害の拡大等に対する山地防災

力の強化のため、荒廃山地の復旧・予防対策、総

合的な流木対策の強化等を行う治山事業の推進

直近３か年の林業関係予算の推移 （単位：億円、％）

区　　分 平成29（2017）年度 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度

公共事業費 1,900 （100.0） 1,900 （100.0） 1,929 （101.5）

非公共事業費 1,055 （102.1） 1,097 （103.9） 1,063 （97.0）

国有林野事業債務管理特別会計 3,438 （103.9） 3,502 （101.9） 3,576 （102.1）

東日本大震災復興特別会計

（公共事業） 296 （97.6） 266 （89.6） 215 （81.0）

（非公共事業） 55 （88.5） 58 （103.9） 49 （86.0）

注：当初予算額であり、（　　）は前年度比率。上記のほか、農山漁村地域整備交付金及び農山漁村振興交付金に、林野関係事業を措置している。
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等の施策を重点的に講ずる。

また、東日本大震災復興特別会計に非公共事業費

約49億円、公共事業費約215億円を盛り込む。

（２）森林・山村に係る地方財政措置
「森林・山村対策」、「国土保全対策」等を引き続

き実施し、地方公共団体の取組を促進する。

「森林・山村対策」としては、

①　公有林等における間伐等の促進

②　国が実施する「森林整備地域活動支援交付金」

と連携した施業の集約化に必要な活動

③　国が実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進

事業等と連携した林業の担い手育成及び確保に必

要な研修

④　民有林における長伐期化及び複層林化と林業公

社がこれを行う場合の経営の安定化の推進

⑤　地域で流通する木材の利用のための普及啓発及

び木質バイオマスエネルギー利用促進対策

⑥　市町村の森林所有者情報の整備

等に要する経費等に対して、地方交付税措置を講ず

る。

「国土保全対策」としては、ソフト事業として、U・

Iターン受入対策、森林管理対策等に必要な経費に

対する普通交付税措置、上流域の水源維持等のため

の事業に必要な経費を下流域の団体が負担した場合

の特別交付税措置を講ずる。また、公の施設として

保全及び活用を図る森林の取得及び施設の整備、農

山村の景観保全施設の整備等に要する経費を地方債

の対象とする。

さらに、上記のほか、森林吸収源対策等の推進を

図るため、林地台帳の整備、森林所有者の確定等、

森林整備の実施に必要となる地域の主体的な取組に

要する経費について、引き続き地方交付税措置を講

ずる。

３　立法措置
　

第198回通常国会に、効率的かつ安定的な林業

経営の育成を図るため、「国有林野の管理経営に関

する法律等の一部を改正する法律案」を提出した。

４　税制上の措置

林業に関する税制について、令和元（2019）年度

税制改正において、

①　中小企業投資促進税制の適用期限を２年延長す

ること（所得税・法人税）

②　商業・サービス業・農林水産業活性化税制につ

いて、経営改善により売上高又は営業利益の伸び

率が年２％以上の見込みであることについて認定

経営革新等支援機関等の認定を受けることを適用

条件に加えた上で適用期限を２年延長すること

（所得税・法人税）

③　中小企業経営強化税制の適用期限を２年延長す

ること（所得税・法人税）

④　森林組合等の合併に係る課税の特例の適用期限

を３年延長すること（法人税）

⑤　中小企業等の法人税の軽減税率の特例の適用期

限を２年延長すること（法人税）

⑥　農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等

に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限

を２年延長すること（登録免許税）

⑦　森林環境税及び森林環境譲与税を創設すること

等の措置を講ずる。

５　金融措置

（１）株式会社日本政策金融公庫資金制度
株式会社日本政策金融公庫資金の林業関係資金に

ついては、造林等に必要な長期低利資金について、

貸付計画額を234億円とする。沖縄県については、

沖縄振興開発金融公庫の農林漁業関係貸付計画額を

60億円とする。

森林の取得や木材の加工及び流通施設等の整備や

災害からの復旧を行う林業者等に対する利子助成を

実施する。

東日本大震災により被災した林業者等に対する利

子助成を実施するとともに、無担保・無保証人貸付

けを実施する。

（２）林業・木材産業改善資金制度
経営改善等を行う林業者・木材産業事業者に対す



令和元年度　森林及び林業施策

4 令和元年度森林及び林業施策

る都道府県からの無利子資金である林業・木材産業

改善資金について、貸付計画額を40億円とする。

（３）木材産業等高度化推進資金制度
木材の生産又は流通の合理化を推進するための木

材産業等高度化推進資金について貸付枠を600億

円とする。

（４） 独立行政法人農林漁業信用基金による債務
保証制度

林業経営の改善等に必要な資金の融通を円滑にす

るため、独立行政法人農林漁業信用基金による債務

保証や林業経営者に対する経営支援等の活用を促進

する。

東日本大震災により被災した林業者等に対する保

証料の助成等を実施する。

重大な災害に被災した林業者等に要する保証料を

実質免除する。

（５）林業就業促進資金制度
新たに林業に就業しようとする者の円滑な就業を

促進するため、新規就業者や認定事業主に対する研

修受講や就業準備に必要な資金の林業労働力確保支

援センターによる貸付制度を通じた支援を行う。

６　政策評価

効果的かつ効率的な行政の推進、行政の説明責任

の徹底を図る観点から、「行政機関が行う政策の評

価に関する法律」（平成13年法律第86号）に基づき、

「農林水産省政策評価基本計画」（５年間計画）及び

毎年度定める「農林水産省政策評価実施計画」によ

り、事前評価（政策を決定する前に行う政策評価）や

事後評価（政策を決定した後に行う政策評価）を実施

する。

１　面的なまとまりを持った森林経営の確立

（１） 森林経営管理制度等による経営管理の集
積・集約化

適切な経営管理が行われていない森林について、

「森林経営管理制度」の下で、市町村が仲介役となり、

意欲と能力のある林業経営者へ森林の経営管理の集

積・集約化を図る。

なお、「森林経営管理制度」の円滑な運用を図る

ため、市町村への指導・助言を行える技術者を養成

することとあわせ、技術者の技術水準の向上を図る

ため、国有林をフィールドとした継続教育等を実施

するとともに、都道府県等が実施する実践的な研修

を支援する。

加えて、森林経営計画に基づき面的まとまりを

もって森林施業を行う者に対して、間伐等やこれと

一体となった丈夫で簡易な路網の開設等を支援する

とともに、税制上の特例措置や融資条件の優遇措置

を講ずる。

また、市町村や森林組合等による森林情報の収集、

森林調査、境界の明確化、森林所有者の合意形成の

活動、既存路網の簡易な改良に対する支援、施業提

案や森林境界の確認の手法として３次元地図や過去

の空中写真等の森林情報の活用を推進することによ

り施業の集約化の促進を図る。

このほか、民有林と国有林が連携した森林共同施

業団地の設定等の取組を推進する。

（２）森林関連情報の整備・提供
持続的な森林経営の推進及び地域森林計画等の樹

立に資するため、民有林と国有林を通じ、森林土壌

や生物多様性等の森林経営の基準・指標に係るデー

タを継続的に把握するための森林資源のモニタリン

グを引き続き実施し、データの公表及び活用を進め

る。

また、森林所有者情報や境界情報については、新

たに森林の土地の所有者となった場合の市町村長へ

の届出制度の適正な運用を図るとともに、森林施業

Ⅰ　 森林の有する多面的機能の発
揮に関する施策
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の集約化のため、所有者や境界の情報を一元的に管

理する林地台帳の活用を進め、森林組合等の林業経

営体に対して必要な森林関連情報の提供を行う。

森林関連情報については、スマート林業を実現す

るため、リモートセンシング技術を活用した高精度

な森林情報の把握やクラウド技術等による情報の共

有化の取組を進め、多様な主体間を横串で情報共有・

活用する取組に対し支援を行う。

２　再造林等による適切な更新の確保

（１）造林コストの低減
伐採と造林の一貫作業システムや早生樹造林の導

入を推進するとともに、低密度植栽等の導入に向け

た課題の検証や、低コスト造林に資する成長に優れ

た品種の開発を進めるほか、苗木生産施設等の整備

への支援、再造林作業を省力化する林業機械の開発

に取り組む。

また、国有林のフィールドや技術力等を活かし、

低コスト造林技術の開発・実証等に取り組む。

（２）優良種苗の確保
主伐後の再造林等による適切な更新の確保が重要

となる中、種穂の確保から苗木生産までの各段階に

おける課題を解決し、優良種苗を低コストかつ安定

的に供給する体制の構築に向け、採取源の指定に必

要な遺伝子調査、早生樹を含めた原種増産技術の開

発や、採種園等の造成・改良等を行うとともに、コ

ンテナ苗の生産施設の整備や生産技術の標準化、技

術研修等の取組を推進する。

（３）伐採及び造林届出制度等の適正な運用
伐採及び伐採後の造林の届出等により、市町村に

おける立木の伐採や造林の実施状況の適確な把握を

推進するなど、伐採及び伐採後の造林の届出等の制

度の適正な運用を図る。

また、伐採に係る手続が適正になされた木材の証

明等の普及を図る。

（４）野生鳥獣による被害への対策の推進
造林樹種等の着実な成長を確保するための鳥獣被

害対策として、森林整備と一体的に行う防護柵等の

鳥獣害防止施設の整備や野生鳥獣の捕獲の支援を行

うとともに、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等と

の連携を図りつつ、被害が深刻な地域等における林

業関係者が主体となった広域かつ計画的な捕獲のモ

デル的な実施とそのノウハウの普及等を行うほか、

効果的かつ効率的な捕獲及び防除のための技術の開

発・実証を推進する。

特に、野生鳥獣による被害が発生している森林等

に対し、森林法（昭和26年法律第249号）に基づく

市町村森林整備計画等における鳥獣害防止森林区域

の設定を通じた被害対策や、地域の実情に応じた野

生鳥獣の生息環境となる針広混交の育成複層林や天

然生林への誘導など野生鳥獣との共存に配慮した対

策を推進する。

３　適切な間伐等の実施

不在村森林所有者の増加等の課題に対処するた

め、地域に最も密着した行政機関である市町村が主

体となった森林所有者及び境界の明確化や林業の担

い手確保等のための施策を講ずるとともに、森林経

営計画に基づき面的まとまりをもって実施される間

伐等を支援するほか、「森林の間伐等の実施の促進

に関する特別措置法」（平成20年法律第32号）等に

基づき市町村による間伐等の取組を進めること等に

より、森林の適切な整備を推進する。

４　路網整備の推進

森林施業等の効率的な実施のため、傾斜区分と導

入を図る作業システムに応じた目指すべき路網整備

の水準を踏まえつつ、トラック等が走行する林道等

と、主として林業機械が走行する森林作業道がそれ

ぞれの役割等に応じて適切に組み合わされた路網の

整備を推進するとともに、林道等の局部構造の改良

等を推進するほか、既設林道の長寿命化を図るため、

トンネルや橋梁
りょう

等の計画的・定期的な点検診断・補

強等を推進する。

また、木材流通が広域化している中、木材の大量

運搬等に対応でき、大型車両が通行可能な幹線とな
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る林道等の整備を推進する。

５　多様で健全な森林への誘導

（１） 多様な森林への誘導と森林における生物多
様性の保全

健全な森林の育成のための間伐はもとより、長伐

期林、育成複層林、針広混交林、広葉樹林等多様で

健全な森林への誘導に向けた効率的な整備を推進す

る。

具体的には、一定の広がりにおいて様々な生育段

階や樹種から構成される森林がモザイク状に配置さ

れている状態を目指し、自然条件等を踏まえつつ、

育成複層林への移行や長伐期化等による多様な森林

整備を推進する。その際、国有林や公有林等におい

て、育成複層林化等の取組を先導的に進めるととも

に、効率的な施業技術の普及、多様な森林整備への

取組を加速するためのコンセンサスの醸成等を図

る。

さらに、原生的な森林生態系、希少な野生生物の

生育・生息地、渓畔林等水辺森林の保護・管理及び

連続性の確保、シカによる植生被害対策の実施等に

ついて民有林と国有林が連携して進めるほか、森林

認証等への理解の促進等、森林における生物多様性

の保全と持続可能な利用の調和を図る。

（２）公的な関与による森林整備
自然条件や社会的条件が悪く、自助努力によって

は適切な整備が見込めない森林や、奥地水源の保安

林における高齢級人工林等について、公益的機能の

発揮を確保するため、針広混交林の造成等を行う水

源林造成事業等の実施や地方公共団体が森林所有者

と締結する協定に基づき行う森林の整備への支援を

行うとともに、「森林経営管理法」に基づく市町村

森林経営管理事業等を推進する。

また、荒廃した保安林等について、治山事業によ

る整備を実施する。

（３） 再生利用が困難な荒廃農地の森林としての
活用

農地として再生利用が困難であり、森林として管

理・活用を図ることが適当な荒廃農地について、地

域森林計画への編入を推進するとともに、早生樹種

の活用に向け、実証的な植栽等を通じて施業方法の

整理に取り組む。

（４）花粉発生源対策の推進
平成30（2018）年４月に改正した「スギ花粉発

生源対策推進方針」に基づき、地方公共団体、林業

関係者等と一体となった花粉発生源対策の推進を図

る。

具体的な取組としては、森林所有者に対する花粉

症対策苗木への植替えの働き掛けを支援するととも

に、花粉発生源となっているスギ人工林等の伐倒と

コンテナを用いて生産された花粉症対策苗木等への

植替え、広葉樹の導入による針広混交林への誘導等

を推進する。また、花粉飛散量予測のためのスギ・

ヒノキ雄花の着花量調査に加え、スギ花粉症対策品

種の開発の加速化や、花粉飛散防止剤の実用化を推

進し、これらの成果等の関係者への効果的な普及を

行う。

さらに、花粉症対策に資する苗木の安定供給体制

の構築を図るため、採種園等の整備や技術研修等の

取組を推進する。

６　地球温暖化防止策及び適応策の推進

（１）地球温暖化防止策の推進
令和２（2020）年度及び令和12（2030）年度にお

ける我が国の温室効果ガス削減目標の達成に向け、

政府の「地球温暖化対策計画」に掲げる森林吸収量

の目標（令和２（2020）年度：約3,800万CO2トン

（2.7％）以上、令和12（2030）年度：約2,780万

CO2トン（2.0％））を達成するため、「森林・林業基

本計画」や「森林の間伐等の実施の促進に関する特

別措置法」等に基づき、年平均52万haの適切な間

伐や造林等を通じた健全な森林整備、保安林等の適

切な管理・保全、効率的かつ安定的な林業経営の育

成に向けた取組、国民参加の森
も

林
り

づくり、木材及び

木質バイオマスの利用等の森林吸収源対策を推進す

る。
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（２）二酸化炭素の吸収量の確保
京都議定書第２約束期間（平成25（2013）年から

令和２（2020）年まで）においても森林吸収量を算

定し、報告する義務があるため、土地利用変化量や

伐採木材製品（HWP）の炭素蓄積変化量の把握等必

要な基礎データの収集、分析等を行う。あわせて、

森林分野の新たな緩和技術の特定と、その活用に向

けた検討を行う。

（３）地球温暖化の影響に対する適応策の推進
平成30（2018）年11月に閣議決定された「気候

変動適応計画」及び平成27（2015）年８月に策定

（平成30（2018）年11月に改定）された「農林水産

省気候変動適応計画」に基づき、地球温暖化との関

連性が指摘されている集中豪雨等に起因する山地災

害への対応、将来影響について知見の少ない人工林

等における影響把握等の研究・技術開発等を推進す

る。

（４）地球温暖化問題への国際的な対応
気候変動に関する国際的なルールづくり等に積極

的に参画し、貢献する。また、二国間オフセット・

クレジット制度（JCM）＊2におけるREDD＋＊3の実

施ルールの検討及び普及を行うとともに、二国間の

協力や国際機関を通じた協力、調査及び技術開発等

により、開発途上国におけるREDD＋の実施や植林

の推進等を支援する。

７　国土の保全等の推進

（１）災害からの復旧の推進
異常な天然現象により被災した治山施設につい

て、治山施設災害復旧事業＊4により復旧を図るとと

＊2 開発途上国において優れた低炭素技術の普及や緩和活動を実施し、開発途上国の持続可能な開発に貢献するとともに、温室効果
ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用する制度。

＊3 開発途上国の森林減少及び劣化に由来する温室効果ガスの排出の削減（REDD: Reducing Emissions from Deforestation and 
forest Degradation in developing countries）に、森林炭素蓄積の保全、持続可能な森林経営及び森林炭素蓄積の強化を加え
たもの。

＊4 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」（昭和26年法律第97号）に基づき被災した林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設を
復旧する事業。

＊5 「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」（昭和25年法律第169号）に基づき被災した林道施設を復旧す
る事業。

＊6 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年法律第150号）に基づき被災した森林を復旧する事業。

もに、新たに発生した崩壊地等のうち緊急を要する

箇所について、災害関連緊急治山事業等により早期

の復旧整備を図る。

また、林道施設、山村環境施設及び森林に被害が

発生した場合には、林道施設災害復旧事業＊5、災害

関連山村環境施設復旧事業及び森林災害復旧事業

（激甚災害に指定された場合）＊6により、早期復旧を

図る。

さらに、大規模災害発生時には、森林管理局等に

より被害箇所の調査を迅速に実施するとともに、山

地災害が確認された場合には、災害復旧についての

助言を行う専門家の派遣等、地方公共団体に対する

支援を引き続き迅速かつ円滑に実施する。

（２）適正な保安林の配備及び保全管理
水源の涵

かん

養、土砂流出の防備等の公益的機能の発

揮が特に要請される森林について保安林に指定する

など、保安林の配備を計画的に推進するとともに、

衛星デジタル画像等を活用した保安林の現況等に関

する総合的な情報管理や巡視及び指導の徹底等によ

り、保安林の適切な管理の推進を図るほか、伐採、

転用規制等の適切な運用を図る。

（３） 地域の安全・安心の確保のための効果的な
治山事業の推進

近年、頻発する集中豪雨や地震等による大規模災

害の発生のおそれが高まっているほか、山腹崩壊等

に伴う流木災害が顕在化するなど、山地災害の発生

形態が変化していることを踏まえ、山地災害による

被害を未然に防止し、軽減する事前防災・減災の考

え方に立ち、地域の安全・安心を確保するため、効

果的かつ効率的な治山対策を推進する。

具体的には、山地災害を防止し、地域の安全性の
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向上を図るための治山施設の設置等のハード対策

や、地域における避難体制の整備等のソフト対策と

連携して、山地災害危険地区を地図情報として住民

に提供するなどの取組を総合的に推進する。さらに、

重要な水源地や集落の水源となっている保安林等に

おいて、浸透能力及び保水能力の高い森林土壌を有

する森林の維持・造成を推進する。

特に、平成30年７月豪雨や平成30年北海道胆振

東部地震等により発生した山地災害の復旧整備を推

進するとともに、荒廃山地の復旧等と荒廃森林の整

備との一体的な実施、治山施設の機能強化を含む長

寿命化対策やコスト縮減対策、海岸防災林の整備・

保全対策、総合的な流木対策に加え、「平成30年７

月豪雨を踏まえた治山対策検討チーム」中間取りま

とめを踏まえた、住民等と連携した定期点検等のソ

フト対策、ワイヤーネット等による巨石・流木対策、

ぜい弱な地質地帯における山腹崩壊等対策などを現

地の状況に応じて複合的に実施する効果的な治山対

策を推進する。

また、国有林と民有林との連携による計画的な事

業の実施、他の国土保全に関する施策と連携した取

組、工事実施に当たっての木材の積極的な利用、生

物多様性の保全等に配慮した治山対策の実施を推進

する。

（４）森林病虫獣害対策等の推進
マツ材線虫病による松くい虫被害対策について

は、保全すべき松林において、被害のまん延防止の

ための薬剤散布、被害木の伐倒駆除や健全な松林を

維持するための衛生伐＊7を実施するとともに、その

周辺の松林において、広葉樹林等への樹種転換を推

進する。また、抵抗性マツ品種の開発及び普及を促

進する。

カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌による

「ナラ枯れ」被害対策については、予防や駆除を積

極的に推進する。

野生鳥獣による森林被害については、シカによる

被害を中心に深刻な状況にあることから、シカの広

域かつ計画的な捕獲をモデル的に実施し、そのノウ

＊7 被害木を含む不用木及び不良木の除去及び処理。

ハウの普及等を行うなど地域の実情に応じた各般の

被害対策を促進するための支援措置等を講ずる。

林野火災の予防については、全国山火事予防運動

等の普及活動や予防体制の強化等を図る。

さらに、各種森林被害の把握及び防止のため、森

林保全推進員を養成するなどの森林保全管理対策を

地域との連携により推進する。

８　研究・技術開発及びその普及

（１） 研究・技術開発等の戦略的かつ計画的な推
進

森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略

等を踏まえ、国及び国立研究開発法人森林研究・整

備機構が都道府県の試験研究機関、大学、学術団体、

民間企業等との産学官連携の強化を図りつつ、研究・

技術開発を戦略的かつ計画的に推進する。

国立研究開発法人森林研究・整備機構において、

「森林・林業基本計画」等に基づく森林・林業施策

について、その優先事項を踏まえ、

①　森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理

技術の開発

②　国産材の安定供給に向けた持続的林業システム

の開発

③　木材及び木質資源の利用技術の開発

④　森林生物機能の高度利用と林木育種による多様

な品種開発及び育種基盤技術の強化

等を推進する。

（２）効率的かつ効果的な普及指導の推進
国と都道府県が共同した林業普及指導事業を実施

するとともに、都道府県間の均衡のとれた普及指導

水準を確保するための林業普及指導員の資格試験や

研修を行うほか、林業普及指導員の普及活動に必要

な資機材の整備等の経費について林業普及指導事業

交付金を交付する。

また、地域全体の森
も

林
り

づくりや林業の再生に向け

た構想及びその実現に向けた活動の展開を図るた

め、林業普及指導事業等を通じ、地域の指導的林業
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者、施業等の集約化に取り組む林業経営体、市町村

等を対象とした重点的な普及活動を効率的かつ効果

的に推進する。

さらに、林業研究グループに対する支援のほか、

各人材の育成段階や専門分野に応じた研修を実施す

ることにより、林政の重要な課題に対応するための

人材の育成を図る。

９　山村の振興及び地方創生への寄与

（１）森林資源の活用による就業機会の創出
ア　山村振興対策等の推進

「山村振興法」（昭和40年法律第64号）に基づい

て、都道府県による山村振興基本方針と市町村によ

る山村振興計画に基づく産業の振興等に関する事業

の推進を図る。

また、山村地域の産業の振興に加え、住民福祉の

向上にも資する林道の整備等に対して助成するとと

もに、振興山村や過疎地域等において都道府県が市

町村に代わって整備することができる基幹的な林道

を指定し、その整備に対して助成する。

さらに、山村地域の安全・安心の確保に資するた

め、治山施設の設置や保安林の整備に加え、地域に

おける避難体制の整備等と連携した効果的な治山対

策を推進する。

振興山村や過疎地域の農林漁業者等に対し、株式

会社日本政策金融公庫による長期かつ低利の振興山

村・過疎地域経営改善資金の融通を行う。

イ　特用林産物の生産振興

特用林産物を活用した林業の成長産業化を図るた

め、

①　きのこ原木の需給情報の収集、分析及び提供

②　薪や漆などの特用林産物の需給状況、生産及び

販売に係るノウハウ等の新規参入者等への提供

③　きのこ原木等の生産資材の導入

等に対して支援する。

また、地域経済で重要な役割を果たす特用林産振

興施設の整備を支援する。

さらに、東日本大震災の被災地等において、特用

林産施設の効率化等のための生産、加工及び流通施

設の整備や被災生産者の次期生産に必要な生産資材

の導入等に対して支援する。

ウ　森林資源の多様な利用

山村に豊富に存在する森林資源を活用し、山村の

活性化を図るため、

①　薪炭・山菜・漆等の山村の地域資源の発掘・活

用を通じた所得・雇用の増大を図る取組に対する

支援

②　未利用間伐材等の利用を促進するための木質バ

イオマス利用促進施設整備等に対する支援

③　林家やNPO等が専ら自家労働等により間伐し、

間伐材を活用する取組等を促進するための伐採に

係る技術の習得や安全指導等に対する支援

を実施する。

（２）地域の森林の適切な保全管理
地域住民等から成る活動組織が実施する里山林の

景観の保全及び整備、侵入竹の伐採及び除去、広葉

樹をしいたけ原木等として利用するための伐採活動

等に対する支援を実施する。

（３）都市と山村の交流促進
森林景観や空間をレクリエーション等の観光や健

康増進等に活用し、都市から山村に人を呼び込み交

流を促進するため、地域資源を魅力ある観光コンテ

ンツとして磨き上げる取組等を支援する。

10　 国民参加の森
も

林
り

づくりと森林の多様な
利用の推進

（１）多様な主体による森
も

林
り

づくり活動の促進
国民参加の森

も

林
り

づくりを推進するため、全国植樹

祭、全国育樹祭等の国土緑化行事、緑の少年団活動

発表大会等の実施に対して支援する。

また、

①　「森
も

林
り

づくり」や「木づかい」に対する国民の

理解を醸成するための幅広い普及啓発

②　NPO等による森
も

林
り

づくり活動

を推進する。
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（２）森林環境教育等の充実
ESD＊8（持続可能な開発のための教育）への取組

が我が国でも進められていることを踏まえ、持続可

能な社会の構築に果たす森林・林業の役割や木材利

用の意義に対する国民の理解と関心を高めるための

森林環境教育や木
もく

育
いく

を推進するため、

①　身近な森林の活用等による自然保育等の幅広い

体験活動の機会の提供、体験活動の場に関する情

報の提供、教育関係機関等との連携の強化

②　林業後継者等の林業体験学習等の促進

等を実施する。

11　国際的な協調及び貢献

（１）国際協力の推進
ア　国際対話への参画等

世界における持続可能な森林経営に向けた取組を

推進するため、国連森林フォーラム（UNFF）、国連

食糧農業機関（FAO）等の国際対話に積極的に参画

し、貢献するほか、関係各国、各国際機関等と連携

を図りつつ、国際的な取組を推進する。モントリオー

ル・プロセス＊9については、事務局として参加12

か国間の連絡調整、総会等の開催支援を行うほか、

他の国際的な基準・指標プロセスとの連携及び協調

の促進等についても積極的に貢献する。

また、持続可能な森林経営に関する日中韓３か国

部長級対話等を通じ、近隣国との相互理解を推進す

る。

さらに、世界における持続可能な森林経営の推進

に向けた課題の解決に引き続きイニシアティブを発

揮していく観点から、森林・林業問題に関する幅広

い関係者の参加による国際会議を開催する。

イ　開発途上国の森林保全等のための調査及び技術

開発

開発途上国における森林の減少及び劣化の抑制や

持続可能な森林経営を推進するため、JCMにおけ

るREDD＋の実施ルールの検討及び普及を行う。ま

た、開発途上国の劣化した森林や荒廃地における森

＊8 ESDとは、「Education for Sustainable Development」の略。
＊9 「平成30年度森林及び林業の動向」第1部－第Ⅱ章（98-99ページ）を参照。

林の再生技術の普及、森林保全が経済価値を創出す

る事業モデルの開発、民間企業等によるREDD＋へ

の参入等に対して支援する。

ウ　二国間における協力

開発途上国からの要請を踏まえ、独立行政法人国

際協力機構（JICA）を通じ、専門家派遣、研修員受

入れや、これらと機材供与を効果的に組み合わせた

技術協力プロジェクトを実施するとともに、開発途

上地域の森林管理計画の策定等を内容とする開発計

画調査型技術協力を実施する。

また、開発途上国からの要請を踏まえ、JICAを

通じた森林・林業案件に対する無償資金協力及び有

償資金協力による支援を検討する。

さらに、日韓農林水産技術協力委員会を通じた技

術交流、日インド森林及び林業分野の協力覚書など

に基づく両国間の協力の推進をするとともに、東南

アジア諸国と我が国との二国間協力に向けた検討を

行う。

エ　国際機関を通じた協力

熱帯地域における持続可能な森林経営及び違法伐

採対策を推進するため、国際熱帯木材機関（ITTO）

への拠出を通じ、合法木材等の流通体制構築に向け

た実証的取組や合法木材等の利用促進の取組に対し

て支援する。

また、国連食糧農業機関（FAO）への拠出を通じ、

開発途上国における森林吸収量を確保するための植

林計画等を盛り込んだ土地利用計画の策定、違法伐

採の撲滅を含むガバナンス構築のための森林関連法

制度の情報整備や施行能力の強化に向けた取組に対

して支援する。

オ　民間組織による活動への支援

日中民間緑化協力委員会を通じた中国への植林協

力等、我が国の民間団体等が行う海外での植林、森

林保全の活動に対して支援する。
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（２）違法伐採対策の推進
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する

法律」（平成28年法律第48号）に基づき、違法伐採

関連情報の収集・提供、木材関連事業者登録の推進、

合法性の確認がされた木材及び木材製品（以下「合

法伐採木材等」という。）の利用推進に取り組む協議

会等による広報活動等への支援により、合法伐採木

材等の木材関連事業者から一般消費者に至るまでの

円滑な供給及び普及拡大に対する取組を推進する。

また、二国間、地域間、多国間協力を通じて、違

法伐採及びこれに関連する貿易に関する対話、開発

途上国における人材の育成、合法伐採木材等の普及

等による違法伐採対策を推進する。

１　望ましい林業構造の確立

林業の持続的かつ健全な発展を図るため、高い生

産性と収益性を実現し、森林所有者の所得向上と他

産業並みの従事者所得を確保できる林業経営の育成

を目指し、森林施業の集約化、低コストで効率的な

作業システムによる施業の実施、経営感覚に優れた

林業経営体の育成、林業労働力の確保等の施策を講

ずる。

（１）意欲と能力のある林業経営体の育成
意欲と能力のある林業経営の育成を図るため、

①　経営管理の集積・集約化が見込まれる地域を中

心とした路網整備や高性能林業機械の導入の重点

的支援

②　マーケティング力の強化に向けた経営コンサル

タントや生産管理の専門家派遣

③　経営の合理化等に必要な運転資金を借り入れる

場合の利率の優遇

等を実施する。

また、自伐林家等に対し、伐採に係る技術の習得

や安全指導等への支援を実施する。

このほか、「林業経営基盤の強化等の促進のため

の資金の融通等に関する暫定措置法」（昭和54年法

律第51号）等に基づく金融・税制上の措置等を講ず

る。

（２） スケールメリットを活かした林業経営の推
進

施業集約化をより一層推進するため、ICTの活用

等による森林所有者や境界の確認の効率化等を推進

する。また、共有林等での施業促進、新たに森林経

営をしようとする者による森林経営計画の作成促進

等を図る。

（３）効率的な作業システムによる生産性の向上
林業の収益性の向上や木材需要に対応した原木の

安定供給等を着実に推進するため、

Ⅱ　 林業の持続的かつ健全な発展
に関する施策
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①　路網作設高度技能者や森林作業システム高度技

能者の育成、素材生産や木質バイオマスの収集・

運搬を効率化する林業機械の開発・改良

②　高性能林業機械の導入の支援

等に取り組む。

また、国有林においては、現場技能者等の育成の

ための研修フィールドを提供する。

（４）経営感覚に優れた林業経営体の育成
林業経営体が厳しい経営環境下でも収益を確保

し、森林所有者の所得向上にも資するよう、森林所

有者に対し森林施業を提案する人材（森林施業プラ

ンナー）や生産管理のできる人材の育成を図るとと

もに、他産業を含めた生産管理手法や先進事例の普

及、ICTを活用した生産管理手法の開発等を推進す

る。

さらには、「緑の雇用」事業により素材生産と造林・

保育、森林作業道の作設等を兼務できる現場技能者

の育成を進める。

また、国有林においては、多様な立地を活かし、

事業の実施や現地検討会の開催、先駆的な技術の実

証等を通じて林業経営体の育成に寄与する。

２　人材の育成及び確保等

（１）人材の育成及び確保並びに活動の推進
ア　施業集約化等を担う人材及び地域の森林経営を

支援する人材の育成

森林施業プランナーについて、全国的に一定の質

を確保しつつ、地域ごとの特性を踏まえたより実践

力のある者を育成するため、研修カリキュラムや認

定基準の策定、都道府県等が実施する各種研修等の

実施の取組に対して支援する。

また、引き続き、市町村森林整備計画の策定等へ

の支援を通じて、地域の新たな課題に対応し、地域

の森
も

林
り

づくりの全体像を描くとともに、森林施業プ

ランナー等に対し指導等を行う人材（森林総合監理

士（フォレスター））の育成を進める。

イ　林業経営を担うべき人材の育成及び確保

効率的な経営を行う林業経営者の育成及び確保を

図るため、地域のリーダー的な森林所有者で組織す

る林業研究グループ等が行うコンクール等に対して

支援する。

また、林業後継者の育成及び確保を図るため、森

林・林業関係学科の高校生等を対象にした就業体験

等に対して支援する。

ウ　女性林業者のネットワーク化等の促進

女性の林業への参画や定着を促進するため、全国

レベルの交流会の開催や優良活動事例等の情報提供

による女性林業従事者や女性林業グループ等のネッ

トワーク化、女性の参入促進のための林業体験等を

支援する。

また、女性林業従事者の活躍促進に向けた課題解

決を行うとともに、女性の林業への参入・定着対策

を進める。

（２）林業労働力及び労働安全衛生の確保
ア　「緑の雇用」事業等を通じた現場技能者の育成

林業大学校等において、林業の就業に必要な知識

等の習得を行う将来的に林業経営をも担い得る有望

な人材として期待される青年に対し、就業準備のた

めの給付金を支給する。

また、新規就業者等に対しては、段階的かつ体系

的な研修カリキュラムにより、安全作業等に必要な

知識並びに技術及び技能の習得に関する研修を実施

するとともに、林業での定着に向けた就業環境の整

備に対して支援する。一定程度の経験を有する者に

対しては、工程・コスト管理等のほか、関係者との

合意形成、労働安全衛生管理等に必要な知識並びに

技術及び技能の習得に関するキャリアアップ研修を

実施する。これらの研修修了者については、統括現

場管理責任者（フォレストマネージャー）等として農

林水産省が備える名簿に登録することにより林業就

業者のキャリア形成に対して支援する。

イ　雇用管理の改善

都道府県及び林業労働力確保支援センターによる

林業経営体の社会保険及び退職金制度への加入状況

等に応じた雇用管理改善の指導を促進する。

また、労働者の働きやすい環境を整備し魅力的な



令和元年度森林及び林業施策 13

職場を作るために作成した手引きの活用を推進する

とともに、林業経営体の経営者と従業員が仕事ぶり

や能力を評価する共通の物差しを持ち、経営者が適

切に能力評価を行って処遇等に反映するための取組

に対して支援する。

ウ　労働安全衛生の向上

近年の労働災害の発生状況を踏まえ、安全な伐木

技術の習得など就業者の技能向上のための研修、林

業経営体への安全巡回指導、振動障害及び蜂刺傷災

害の予防対策、労働安全衛生マネジメントシステム

の普及啓発等を効果的に実施する。

また、林業経営体の自主的な安全活動を促進する

ため、労働安全コンサルタントの活用を推進する。

３　林業災害による損失の補塡

災害によって林業の再生産が阻害されることを防

止するとともに林業経営の安定を図るため、国立研

究開発法人森林研究・整備機構が行う火災、気象災

及び噴火災による森林の損害を補塡する森林保険の

普及に引き続き努める。

１　原木の安定供給体制の構築

（１）原木供給力の増大
施業の集約化に加え、面的にまとまった共有林で

の施業促進等の取組を通じ、作業ロットの拡大を図

る。また、川上から川下までの事業者が連携し、生

産・加工・流通コストの削減を図ることにより、木

材製品を安定的に供給するための木材加工流通施設

整備のほか、豊富な森林資源を循環利用するために、

森林経営の基盤となる路網整備、間伐材生産や主伐・

再造林の一貫作業などを推進する。さらに、原木の

安定調達のために川中事業者が自ら森林経営に乗り

出す際の山林取得に必要な借入金に対して利子助成

を行う。

（２）望ましい安定供給体制への転換
個々の林業経営体による小規模・分散的な原木供

給から、原木を取りまとめて供給する体制への転換

に向けて、広域化している木材流通に対応しつつ、

民有林と国有林とが連携した取組も含めた原木の工

場直送及び協定取引や原木市場による集荷等に必要

な施設整備を支援する。

（３）マッチングの円滑化
需給ギャップを解消し、原木の適時適切な供給を

実現するため、サプライチェーンマネジメント推進

フォーラムを設置し、川上から川下までのマッチン

グの取組や需給等の情報を共有化するためのデータ

ベース整備等を支援する。

２　木材産業の競争力強化

（１）木材加工・流通体制の整備
地域における森林資源、施設の整備状況等を踏ま

えながら、製材工場等の規模ごとの強みを活かした

木材加工流通体制の整備を進めるため、

①　CLT等の新たな製品への供給を始めとする需

要者ニーズに適確に対応した地域材の安定的かつ

 Ⅲ　 林産物の供給及び利用の確保
に関する施策
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効率的な供給体制の構築に資する木材加工流通施

設等の整備に対する支援

②　生産性向上等の体質強化を図るための木材加工

流通施設整備、間伐材の生産、路網整備等の一体

的な支援

③　地域材の供給力の増大と品質及び性能の確かな

木材製品の安定供給のための木材加工設備につい

てのリースによる導入支援

④　製材業、合板製造業等を営む企業が実施する設

備導入に対する利子の一部助成

等を実施する。

（２）品質及び性能の確かな製品供給等
品質及び性能の確かな製品を供給できるようにす

るため、乾燥施設の整備、大径材から得られる製材

品の強度予測技術、製材及び乾燥技術の開発等を支

援するとともに、JASマーク等による品質及び性

能の表示を促進する。

（３）地域材の高付加価値化
Ａ材丸太＊10を原材料とする付加価値の高い構造

材、内装材、家具、建具等の普及啓発等の取組に対

して支援する。

３　新たな木材需要の創出

（１） 公共建築物及び民間非住宅並びに土木分野
等への利用拡大

ア　公共建築物等

「公共建築物等における木材の利用の促進に関す

る法律」（平成22年法律第36号）第７条第２項第４

号に規定する各省各庁の長が定める「公共建築物に

おける木材の利用の促進のための計画」に基づいた

各省各庁の木材利用の取組を進め、国自らが率先し

て木材利用を推進するとともに、同法第９条第１項

に規定する市町村方針の作成に対して支援する。

また、地域で流通する木材の利用の一層の拡大に

向けて、設計上の工夫や効率的な木材調達を通じた、

低コストでの木造公共建築物等の整備に対して支援

＊10 一般には、通直な原木のことを指し、主に製材用に利用される。

する。

さらに、低層の公共建築物のうち民間事業者が整

備するものが全体の６割以上を占め、更にその約９

割を医療・福祉施設が占めることから、民間事業者

が整備するこれらの施設の木造化・木質化を推進す

るための取組への支援を実施する。

建築物に高い防耐火性能が求められる都市部にお

ける木材利用の促進を図るため、課題の把握と対応

方針の検討や設計・施工関係者等への働き掛け等を

実施する。

このほか、木造公共建築物を整備した者に対する

利子助成等を実施する。

イ　非住宅、土木分野等

CLTを用いた建築物の設計、建築等のほか、企

画から設計段階に至る課題解決のための専門家派遣

の取組を支援する。また、CLT建築における人材

確保の観点から、発注・企画能力向上の研修や資格

制度の検討、運用等の取組を支援する。

CLT等新たな建築部材の利用促進のため、技術

基準の整備に必要なデータ収集等を推進する。また、

製品や技術の開発を行う民間事業者等の取組を支援

する。

さらに、非住宅分野を中心に木造建築の需要を開

拓し、品質及び性能の確かなJAS構造材を積極的

に活用するため、「JAS構造材活用拡大宣言」を行

う工務店等の登録及び公表による事業者の見える化

を行う。また、登録事業者による木造非住宅分野を

中心にJAS構造材を活用して他建材から木材への

切替えを促すことなどにより地域における先例とな

り得る建築を実証する取組を支援するとともに、

JAS無垢材を活用する設計者を育成するセミナー

や実例見学会の取組を支援する。

また、民間セクターが整備する非住宅建築物等に

おける木材利用の促進を図るため、木材利用に取り

組む民間企業ネットワークを構築し、需要サイドと

しての課題・条件の整理や木材供給者への条件の提

示を行う取組について支援を行う。

これまで木材利用が低位であった非住宅及び住宅



令和元年度森林及び林業施策 15

の外構部における木質化の実証の取組を支援する。

このほか、土木分野等における木材利用の取組事

例の紹介等による普及を行う。

（２）木質バイオマスの利用
未利用間伐材等の木質バイオマスの利用を促進す

るため、木材の供給等に関する情報提供、経済産業

省及び都道府県と連携した発電施設の原料調達の円

滑化を進めるとともに、木質燃料製造施設、木質バ

イオマスボイラー等の整備を支援する。

特に森林資源をマテリアルやエネルギーとして地

域内で持続的に活用するため、行政（市町村）が中心

となって、地域産業、地域住民が参画し、担い手確

保から発電・熱利用に至るまで、低コスト化や森林

関係者への利益還元を図る集落を主な対象とした

「地域内エコシステム」の構築に向け、技術者の現

地派遣や相談対応等の技術的サポートを行う体制の

確立、F/S調査（実現可能性調査）、関係者による協

議会の運営、小規模な技術開発等に対して支援する。

このほか、林地残材等の未利用材を原料とする

CNF、リグニン等の高付加価値製品の製造技術や

利用技術等の開発及び特用林産物のマテリアル利用

技術の開発等を支援する。

（３）木材等の輸出促進
「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づき、日本

産木材を利用した付加価値の高い木材製品の輸出

を、中国や韓国を始め、台湾、ベトナム、EU等に

も拡大していくため、木材輸出に関する情報や事例

を収集し広く提供するとともに、日本産木材の認知

度向上、日本産木材製品のブランド化の推進、ター

ゲットを明確にした販売促進等に取り組む。具体的

には、

①　輸出向け木材製品の規格化に向けた環境整備、

国内外での技術講習会の開催及び設計・施工マ

ニュアルの作成による木造住宅等の輸出促進

②　同業種や異業種の企業連携による付加価値の高

い木材製品の輸出体制の構築

③　日本産木材を利用したモデル住宅・モデルルー

＊11 RCEPとは、「Regional Comprehensive Economic Partnership」の略。

ムの展示やセミナーの開催等による日本産木材製

品の普及・PR

④　EU・TPP諸国等における内装材等の高付加価

値木材製品のPR

等の取組を支援する。

また、木材製品の植物検疫条件や流通・販売規制

等に関する調査を実施する。

このほか、将来的な輸出拡大に向け、森林認証材

の需要拡大を図るため、消費者や需要者向けイベン

トの開催等、森林認証材の普及啓発等の取組に対し

て支援する。

４　消費者等の理解の醸成

広く一般消費者を対象に木材利用の意義を広め、

木材利用を拡大していくための国民運動である「木

づかい運動」を展開するため、

①　セミナー開催等を含む各種普及啓発活動

②　木材を活用した様々な製品や取組を幅広く表彰

する活動

③　子供から大人までを対象に、木材や木製品との

触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化への

理解を深めて、木材の良さや利用の意義を学ぶ

「木
もく

育
いく

」の取組

④　木のおもてなしの事例を活用した観光施設等に

おける木材利用の促進

等を支援する。

また、「木づかい」を含む国民参加の森
も

林
り

づくり

に関する広報やイベント開催による普及啓発等の取

組を関係団体と連携して実施する。

５　林産物の輸入に関する措置

WTO交渉や、RCEP＊11等のEPA（経済連携協定）

及びFTA（自由貿易協定）交渉に当たっては、世界

有数の林産物の輸入国として、各国の森林の有する

多面的機能の発揮を損なうことのない適正な貿易の

確保や、国内の林業・木材産業への影響にも配慮し

て対処する。
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また、持続可能な森林経営、違法伐採対策、輸出

入に関する規制等の情報収集、交換及び分析を行い、

国際的な連携を図る。

（１）災害からの復旧の推進
東日本大震災により被災した治山施設について、

引き続き治山施設災害復旧事業により復旧を図ると

ともに、地震により発生した崩壊地等については治

山事業により着実な復旧整備を図る。

（２）被災した海岸防災林の復旧及び再生
潮害の防備、飛砂・風害の防備等の災害防止機能

を有し、地域の生活環境の保全に重要な役割を果た

している海岸防災林について、被災箇所ごとの地形

条件及び地域の合意形成の状況等を踏まえながら、

津波に対する減災機能も考慮した復旧及び再生を推

進する。

なお、植栽の実施に当たっては、NPO等の民間

団体からの協力も得ながら、連携して取り組む。

（３） 放射性物質の影響がある被災地の森林・林
業の再生

東京電力福島第一原子力発電所事故により放射性

物質に汚染された森林について、汚染実態を把握す

るため、樹冠部から土壌中まで階層ごとに分布して

いる放射性物質の挙動に係る調査及び解析を行う。

また、放射性物質の移動抑制等を目的として技術

実証を実施した箇所において、モニタリング調査等

を実施し、効果を検証する。避難指示解除区域等に

おいて、林業の再生を円滑に進められるよう実証事

業等を実施するとともに、林業の再生に向けた情報

の収集・整理と情報発信等を実施する。

さらに、被災地における森林整備を円滑に進める

ため、伐採に伴い発生する副産物の減容化や、木質

バイオマスの利用の推進、樹皮（バーク）等の有効利

用に向けた取組及びほだ木等の原木林の再生等に向

けた取組を推進する。

消費者に安全な木材製品を供給するため、木材製

品、作業環境等に係る放射性物質の調査及び分析、

放射性物質測定装置の設置や風評被害防止のための

普及啓発による木材製品等の安全証明体制の構築に

対して支援する。

 Ⅳ   東日本大震災からの復旧・復
興に関する施策
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このほか、放射性物質が付着したことにより利用

できず、製材工場等に滞留している樹皮（バーク）の

処理等の費用の立替えに対して支援する。

（４） 放射性物質の影響に対応した安全な特用林
産物の供給確保

被災地における特用林産物生産の経営基盤の強化

や就業機会を確保するため、生産施設等の整備や次

期生産に必要な生産資材の導入に対して支援すると

ともに、安全なきのこ等の生産に必要な簡易ハウス

等の防除施設や放射性物質測定機器等の整備を支援

する。

また、都県が行う放射性物質の検査を支援するた

め、国においても必要な検査を実施する。

（５） 東日本大震災からの復興に向けた木材等の
活用

被災地域の林業・木材産業の復興を図るため、地

域で流通する木材を活用した木造建築等の普及を推

進する。

また、復興に向け、被災地域における木質バイオ

マス関連施設や木造公共建築物等の整備を推進す

る。

１　公益重視の管理経営の一層の推進

国有林野は、国土保全上重要な奥地脊
せき

梁
りょう

山地や水

源地域に広く分布するなど国民生活に重要な役割を

果たしており、さらに、民有林への指導やサポート

等、林業の成長産業化に貢献するよう、「国民の森
も

林
り

」として管理経営する必要がある。

このため、公益重視の管理経営を一層推進する中

で、組織・技術力・資源を活用し、森林・林業施策

全体の推進に貢献するよう、「森林・林業基本計画」

等に基づき、次の施策を推進する。

（１）多様な森林整備の推進
「国有林野の管理経営に関する法律」等に基づき、

31森林計画区において、地域管理経営計画、国有

林野施業実施計画及び国有林の地域別の森林計画を

策定する。

この中で国民のニーズに応えるため、個々の国有

林野を重視すべき機能に応じ、山地災害防止タイプ、

自然維持タイプ、森林空間利用タイプ、快適環境形

成タイプ及び水源涵
かん

養タイプに区分し、これらの機

能類型区分ごとの管理経営の考え方に即して適切な

森林の整備を推進する。その際、地球温暖化防止や

生物多様性の保全に貢献するほか、地域経済や山村

社会の持続的な発展に寄与するよう努めることとし

ている。このため、人工林の多くが間伐等の必要な

育成段階にある一方、資源として利用可能な段階を

迎えていることを踏まえ、間伐を推進するとともに、

針広混交林へ導くための施業、長伐期施業、一定の

広がりにおいて様々な育成段階や樹種から構成され

る森林のモザイク的配置への誘導等を推進し、公益

的機能の向上を図る。なお、主伐の実施に際しては、

自然条件や社会的条件を考慮して実施箇所を選定す

るとともに、公益的機能の持続的な発揮と森林資源

の循環利用の観点から確実な更新を図る。

また、林道及び主として林業機械が走行する森林

作業道が、それぞれの役割等に応じて適切に組み合

わされた路網の整備を自然・社会的条件の良い森林

Ⅴ　 国有林野の管理及び経営に関
する施策
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において重点的に推進するとともに、「公益的機能

維持増進協定制度」を活用した民有林との一体的な

整備及び保全の取組を推進する。

（２）治山事業の推進
国有林野の9割が保安林に指定されていることを

踏まえ、保安林の機能の維持・向上に向けた森林整

備を計画的に進める。

国有林野内の治山事業においては、近年頻発する

集中豪雨や地震・火山等による大規模災害の発生の

おそれが高まっていることを踏まえ、山地災害によ

る被害を未然に防止し、軽減する事前防災・減災の

考え方に立ち、民有林における国土保全施策との一

層の連携により、効果的かつ効率的な治山対策を推

進し、地域の安全と安心の確保を図る。

具体的には、荒廃山地の復旧等と荒廃森林の整備

の一体的な実施、予防治山対策や火山防災対策の強

化、治山施設の機能強化を含む長寿命化対策やコス

ト縮減対策、海岸防災林の整備・保全対策、大規模

災害発生時における体制整備等を推進する。また、

国有林と民有林との連携による計画的な事業の実

施、他の国土保全に関する施策と連携した流木災害

対策の実施、工事実施に当たっての木材の積極的な

利用、生物多様性の保全等に配慮した治山対策の実

施を推進する。

（３）生物多様性の保全
生物多様性の保全の観点から、原生的な森林生態

系を有する森林や希少な野生生物の生育・生息の場

となる森林である「保護林」や、これらを中心とし

たネットワークを形成して野生生物の移動経路とな

る「緑の回廊」において、モニタリング調査等を行

いながら適切な保全・管理を推進する。渓流沿いや

尾根筋等の森林については、保護樹帯として保全す

ることを通じて、生物多様性の保全に努める。その

他の森林については、適切な間伐の実施等、多様で

健全な森林の整備及び保全を推進する。

また、野生生物や森林生態系等の状況を適確に把

握し、自然再生の推進、国内希少野生動植物種の保

護を図る事業等を実施する。

さらに、世界自然遺産及びその候補地における森

林の保全対策を推進するとともに、世界文化遺産登

録地やその候補地及びこれらの緩衝地帯内に所在す

る国有林野において、森林景観等に配慮した管理経

営を行う。

森林における野生鳥獣被害防止のため、広域的か

つ計画的な捕獲と効果的な防除等を実施する。また、

地域住民等の多様な主体との連携により集落に近接

した森林の間伐を行うことにより、明るく見通しの

よい空間（緩衝帯）づくりを行うなど、野生鳥獣が警

戒して出没しにくい地域づくりのための事業等を実

施する。

天然生林の適切な保護及び保全を図るため、グ

リーン・サポート・スタッフ（森林保護員）による巡

視や入林者へのマナーの啓発を行うなど、きめ細や

かな森林の保全・管理活動を実施する。

２　林業の成長産業化への貢献

（１）森林施業の低コスト化の推進と技術の普及
路網と高性能林業機械とを組み合わせた効率的な

間伐や、コンテナ苗を活用し伐採から造林までを一

体的に行う「一貫作業システム」、複数年契約によ

る事業発注等、低コストで効率的な作業システム、

先端技術を活用した木材生産等の実証を推進する。

これらの取組について、各地での事業展開を図り

つつ、現地検討会等を開催し、地域の林業関係者と

の情報交換を行うなど、民有林への普及・定着に努

める。また、民有林経営への普及を念頭に置いた林

業の低コスト化等に向けた技術開発に、産官学連携

の下で取り組む。

さらに、林業事業体の創意工夫を促進し、施業提

案や集約化の能力向上等を支援するため、国有林野

事業の発注等を通じた林業事業体の育成を推進す

る。

（２）民有林との連携
「森林共同施業団地」を設定し、国有林と民有林

が連携した事業計画の策定に取り組むとともに、国

有林と民有林とを接続する効率的な路網の整備や連

携した木材の供給等、施業集約に向けた取組を推進

する。
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森林総合監理士等の系統的な育成に取り組み、地

域の林業関係者の連携促進や市町村森林整備計画の

策定とその達成に向けた支援等を行う。また、森林

管理署等と都道府県の森林総合監理士等との連携に

よる「技術的援助等チーム」の設置等を通じた民有

林の人材育成支援に取り組むとともに、森林・林業

関係の教育機関等において、森林・林業に関する技

術指導等に取り組む。

さらに、「林業成長産業化地域」において、民有

林と連携した供給先確保等の取組を行う。

（３）木材の安定供給体制の構築
適切な施業の結果得られる木材について、持続的

かつ計画的な供給に努めるとともに、その推進に当

たっては、未利用間伐材等の木質バイオマス利用等

の新規需要の開拓に向け、安定供給システム販売等

による国有林材の戦略的な供給に努める。その際、

林産物の供給に当たっては、間伐材の利用促進を図

るため、列状間伐や路網と高性能林業機械の組合せ

等による低コストで効率的な作業システムの定着に

向けて取り組む。　

また、国産材の安定供給体制の構築に資するため、

民有林材を需要先へ直送する取組の普及及び拡大な

ど国産材の流通合理化を図る取組に対して支援す

る。このほか、民有林からの供給が期待しにくい大

径長尺材等の計画的な供給に取り組む。

また、国産材の２割を供給し得る国有林の特性を

活かし、地域の木材需要が急激に増減した場合に、

必要に応じて供給時期の調整等を行うため、地域の

需給動向及び関係者の意見等を迅速かつ適確に把握

する取組を推進するとともに、インターネット等を

活用した事業量の公表に努める。

３　 「国民の森
も

林
り

」としての管理経営と国有
林野の活用

（１）「国民の森
も

林
り

」としての管理経営
国有林野の取組について国民との多様な情報受発

信に努め、国民の期待や要請に適切に対応していく

ため、情報の開示や広報の充実を進めるとともに、

森林計画の策定等の機会を通じて国民の要請の適確

な把握とそれを反映した管理経営の推進に努める。

体験活動及び学習活動の場としての「遊
ゆう

々
ゆう

の森」

の設定及び活用を図るとともに、農山漁村における

体験活動と連携し、森林・林業に関する体験学習の

ためのプログラムの作成及び学習コース等のフィー

ルドの整備を行い、それらの情報を提供するなど、

学校、NPO、企業等の多様な主体と連携して、都

市や農山漁村などの立地や地域の要請に応じた森林

環境教育を推進する。

また、NPO等による森
も

林
り

づくり活動の場として

の「ふれあいの森」、伝統文化の継承や文化財の保

存等に貢献する「木の文化を支える森」、企業等の

社会貢献活動の場としての「法人の森
も

林
り

」など国民

参加の森
も

林
り

づくりを推進する。

（２）国有林野の活用
国有林野の所在する地域の社会経済状況、住民の

意向等を考慮して、地域における産業の振興及び住

民の福祉の向上に資するよう、貸付け、売払い等に

よる国有林野の活用を積極的に推進する。

その際、国土の保全や生物多様性の保全等に配慮

しつつ、再生可能エネルギー源を利用した発電に資

する国有林野の活用にも努める。

さらに、「レクリエーションの森」について、民

間活力を活かしつつ、利用者のニーズに対応した施

設の整備や自然観察会等を実施するとともに、「日
にっ

本
ぽん

美
うつく

しの森　お薦め国有林」において、重点的に観

光資源としての魅力の向上、外国人も含む旅行者に

向けた情報発信等に取り組み、更なる活用を推進す

る。
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森林組合が、国民や組合員の信頼を受け、地域の

森林施業や経営の担い手の中心として、「森林経営

管理制度」においても重要な役割を果たすことがで

きるよう、森林組合の合併や経営基盤の強化、内部

牽
けん

制体制の構築、法令等遵守（コンプライアンス）意

識の徹底、経営の透明性の確保等、事業・業務執行

体制の強化、体質の改善に向けた指導を行う。

また、施業集約化の促進や生産性向上等による効

率的な事業基盤の整備、原木の安定供給体制の構築、

組合員・社会に信頼される開かれた組織づくり、こ

れらの取組の適確なフォローアップ等を内容とする

森林組合系統運動方針の実効性の確保に向けた指導

を行う。

Ⅵ　団体の再編整備に関する施策




